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第３章 公共事業を行う際の環境配慮指針 

１ 概要 

本市の公共事業を環境に十分配慮しながら実施していくための行動指針として、環境に配慮

すべき事項を、道路・交通や河川・水路の整備など各々の事業別に示しており、さらに、各課

で実施する公共工事における環境配慮の実効性を公共工事環境配慮指針チェックリストにより

評価し、実施状況の把握及び実効性の向上を図っています。 

 

２ 令和２年度実施結果 

ア 対象工事数：542工事 
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１ 公害等に関連する事項 1,041 1,041 100 1,014 1,014  100 

２ 資源・エネルギーの有効 

利用に関連する事項 
3,439 3,428 99.7 3,326 3,312 99.6 

３ 自然環境・アメニティに 

関連する事項 
16 16 100 10 10 100 

合計 4,496 4,485 99.8 4,350 4,336 99.7 

 

ウ 配慮できなかった項目 

 「２ 資源・エネルギーの有効利用に関連する事項」 

○価格上昇のため、施設に省エネ型の機器の設置できなかった。 

○受注者から提出される関係書類の一部が両面印刷になっていなかった。 


